
香川県の集落営農について



１．集落営農の定義

２．集落営農組織の種類
集落営農には様々な組織があり、目標とする活動内容により、組織形態は変わり、生産コストを低減し生産性の向上を目的と

する場合、

任意組織の共同作業でも可能。地域の農地を集積し、将来、組織の後継者を確保するため雇用に取り組むには法人組織になる

必要がある。

○集落営農組織の区分

区分
農地の

利 用

稲の栽培(例)
売上､費用､

収益の配分
備考主要作業

耕起、田植、収穫

管理作業

水入れ、草刈り、防除

任意組織
機械の

共同利用組織
個人

個人 個人 個人 低コスト

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 個人 or 作業班 個人 低コスト労力確保

経理を一元化

した組織
組織 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業班

売上､費用は

組織収益を
低コスト、労力確保

法人組織農事組合法人 法人 法人 法人 or 個人委託 法人
地域農業の維持。

意思決定は構成員全て

株式会社 法人 法人 法人 法人
経営体として稼ぐ意思決定は

持ち株に応じて発言権が変わる

※代表的な例です。

香川県における集落営農の現状と課題

集落営農とは、集落の複数の人が集まって、集落内の話し合いのもと、集落の農業生産を中心とした仕組みを実践すること。

その目的は、①地域の農地を守る ②コストを下げて農業の生産性をあげるなど、集落の実情に応じた幅広い活動を言う。

その、組織形態は、法人組織と非法人組織になり内容もさまざま。

法人組織 → 農事組合法人、株式会社など

任意組織 → 機械の共同利用組織、農作業受託組織、経理の一元組織など



３．集落営農の設立状況

地域農業の維持・発展に向け、認定農業者、新規就農者とともに、地域を支える担い手として集落営農組織の確保・育成に向け

て取り組んできた。令和６年度末時点での集落営農法人数は 130 組織と、毎年、着実に増加している。また、集落営農組織数は、

平成 28 年度の 273 組織をピークに、特定団体の再編により減少していたが、令和６年度末には、281 組織となった。

※農業経営課、農業改良普及センター調べ



○市町別集落営農組織数（令和６年度末）



４．香川県における集落営農の課題

１）集落営農組織、構成員の平均年齢

香川県の集落営農組織に参加する構成員の平均年齢は、令和７年３月末時点で７０．９歳に。組織の維持継承のためにも、

組織の若返り、後継者の育成や事業の継承が課題。
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２）集落営農法人の収入状況

集落営農７４法人の収入状況調査によると、１法人当り収入額は１,４８２万円で、内訳は農 作物売上が約４６％と最も高い

割合ですが、交付金収入が４２％と次に高い割合。

収入から費用を差し引いた利益（税引前）は約４６７万円となっており、将来、雇用に取り組むためには更に収益を高める

必要がある。



３）集落営農の経営耕地面積

集落営農組織の経営耕地面積は、集落営農１組織あたりの経営耕地面積は 9.６ha と経営規模は小さく規模拡大と収益性の

向上を図る必要がある。 栽培品目は、米麦を主体とした経営が多い。

経営耕地面積に対する集落営農の集積面積（R6）

集落営農以外 集落営農

農業改良普及センター調べ

全体 法人 任意
R6 9.6 12.1 7.5

水稲のみ

麦のみ

水稲+麦

水稲+麦+野菜

集落営農法人の栽培品目の組み合わせ（R6）

水稲のみ 麦類のみ 水稲+麦 水稲+麦+野菜 水稲+野菜 麦+野菜

水稲のみ麦のみ

水稲+麦

水稲+野菜+麦

水稲+野菜
集落営農組織（任意組織）の栽培品目の組み合わせ（R6）

水稲のみ 麦類のみ 水稲+麦 水稲+麦+野菜 水稲+野菜

集落営農組織 約10%
25,830ha



５．支援施策 みんなで守る地域農業支援事業

１）組織の若返り支援

集落営農組織の構成員の平均年齢が７０.9 歳（Ｒ６年度）と高齢化が進んでおり、事業継承が困難となる恐れがあます。そ

こで、集落営農組織の若返りや事業継承を支援し地域農業の維持・継承を図ります。



○リクルート活動支援事業活用実績（Ｒ２～6）

事業実施組織数：26 組織(構成員平均年齢：67.5 歳） ※

候補者リスト掲載人数：67 名  候補者の平均年齢：4４.９歳※ ※事業実施年度の平均年齢



○リクルート活動支援事業活用実績（Ｒ２～6）

研修会の開催 2.9 回／組織
例〇機械操作研修（田植機、トラクター、コンバイン、刈払機、管理機等）

〇経営管理研修（簿記記帳、作業日誌整理等）
〇栽培管理研修（水管理、園芸品目の収穫等）

候補者の研修参加人数 のべ 143 名 （１人当たり 1.9 回参加）



２）集落営農組織の連携促進

集落営農組織と担い手等（集落営農組織、認定農業者、認定新規就農者、農業法人等）との連携により人材育成や低コス

ト化、経営体質の強化を図ります。

＜組織だけで解決できない課題＞
人材不足、オペレーター育成、
コスト低減、規模拡大など

＜連携先＞
・集落営農組織
・農業法人
・認定農業者
・認定新規就農者 など

集落営農組織 集落営農組織

認定新規
就農者

認定農業者

農業法人
農業支援
グループ

＜連携内容＞
・合併
・機械の共同利用
・資材の共同購入
・作業受委託
（ドローン防除など）

・作業受委託

組織間連携支援(ソフト事業）
集落営農組織の経営体質強化を図るため、担い手経営体や農業関連法人等との連携を開始するために係る取組みに
対して支援を行う。
対 象 者 集落営農組織、集落営農組織で構成員とする協議会
連携候補 認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等
事業内容 連携の検討、連携活動計画書の作成等
補助率等 10/10、上限10万円



○組織間連携支援活用例（Ｒ６実績）

綾川町集落営農法人等連絡協議会 構成員：20 組織（221 名）※R6.8 現在



３）農業支援グループの推進

香川県では受託作業により地域農業の支援を行う「農業支援グループ」を推進しています。



○集落営農組織設立支援（ソフト事例） 活用例（R5 実績）

ＫＵＨ営農集団 ※集落営農組織、支援グループ共に登録



４）集落営農組織の連携促進

農業経験が十分でない農家の子弟等に対して、定年退職後の円滑な就農や集落営農組織への参加を促進します。

◇農業入門出前講座の開催（年2回程度）
開催日：社会人の参加を促進するため土日の開催を推進
内容：農業の基本管理技術
（水稲栽培、農業機械の基本操作、スマート機械の紹介など）

農業経験の少ない農家の後継者・
定年帰農者・半農半X 等

推進体制：ＪＡ・農業改良普及センター参加働きかけ


